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令和２年度 財政援助団体等監査の結果について（報告） 

 

 

 

地方自治法第１９９条第７項の規定により、別紙のとおり財政援助団体等監査を実施し

たので、その結果を同条第９項の規定により報告します。 

なお、地方自治法第１９９条第１２項の規定により、当該監査の結果に基づき、又は当該

監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知し、監査委員がそ

れを公表することが義務づけられていますので、改善策等を講じたときは通知願います。 
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１ 監査の種別  

地方自治法第１９９条第 7 項の規定による財政援助団体等監査  

 

２ 監査の実施期日及び監査の対象とした団体等の名称・所在  

     

期  日   令和２年９月２４日（木） 

名  称   諏訪市スポーツ協会  

所在地   諏訪市大字豊田８１１番地１ 

 

３ 所管課所名  

 

教育委員会 スポーツ課  

 

  

４ 補助金の概要  

（ア）監査の対象  

補助金の名称  補 助 金  額  申請年月日  
交付決定  

年 月 日  

事業完了  

年 月 日  

諏訪市スポーツ

協会事業共催  

補助金  

４，７０３，０００円 
平成３１年  

４月 １日 

平成３１年  

４月 ９日 

令和２年  

３月３１日  

 

 

（イ）補助金の目的  

補助金の名称  補   助   金   の   目   的  

諏訪市スポーツ協会事業

共催補助金  

アマチュアスポーツの健全な普及発達のために活動する諏訪

市スポーツ協会に対して補助を行うことにより、市民の体位向上と

体育文化の進展を図る。 

 

 

５ 監査の意見  

監査の対象とした諏訪市スポーツ協会事業共催補助金は、諏訪市補助金等交付規則

の補助金等取扱基準により交付されている。  

協会に加入している３４協会がそれぞれ教室や講習会を開催してスポーツの振興

に努めており、各協会に対して補助金を配分し、運営を行っている。また、独自に賛

助金を集めてスポーツ少年団への補助金の配分も行い、子ども達のスポーツ活動を援

助していることを確認した。しかし、賛助金も集めづらい状況で、スポーツ人口も減少傾

向にあり、補助金の増額も見込めない中、協会として苦慮されていることを理解した。 

監査においては、所管課所及びスポーツ協会からの説明並びに諸帳簿・関係書類等によ

り、当該補助金は交付目的に沿って執行され、補助金の出納は適正に管理され、証拠書類

も整備・保存されていることを確認した。 
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少子高齢化の中で社会体育と学校教育との連携が求められ、協会の立場・各競技団体の

役割は大変重要だと認識した。事業計画に基づき事業が実施され、市民スポーツ祭には多く

の市民の参加があり、市民のスポーツ振興に役立っている。今後は指導者育成等に努められ、

さらにスポーツの振興に繋げてもらうことを期待する。体育施設の利用・管理等はスポーツ課と

連携され、各競技団体との懇談等も行い、選手の活躍の場を広げる取組等を検討され、協

会内を盛り上げるよう努められたい。市長に対して各協会から集約した要望も提出されており、

また、計画的に対応されたい。 

今後とも活力あるスポーツ活動に寄与され、また、スポーツ課においては、補助金交付の継

続に伴い、スポーツ協会への実地検査を行う等、運営状況の把握に努め、適時・適切な運営

管理をされるよう要望する。 

 

 

 

 

 


